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※平成２９年４月１日より制度開始

※令和６年４月１日改正で対象拡大
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申請における留意点

（修繕対象）

〇給水装置の所有者が居住する一戸建て

の家屋

〇店舗兼用住宅(貸家を除く)は対象とする

（修繕対象外）

〇営業の用のみに供される家屋は対象としない

（店舗、事務所、工場等）

〇貸家は対象としない

令和５年度まで 令和６年度改正後

（修繕対象）

〇給水装置の所有者が居住する一戸建て

の家屋

〇貸家や集合住宅(アパート等)

〇営業用の家屋(店舗、事務所、工場等)

（修繕対象外）

〇国及び地方公共団体が所有する給水装置
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申請における留意点
（費用負担）

給水装置のうち第一止水栓からメーター器までの間の漏水について、水道使用者
等から申請を受けた市が、市指定給水装置工事事業者に工事発注し、費用を負担
するもの。

（対象外になる費用）

・修繕工事の支障となる構造物や植栽等の撤去及び復旧に要する費用

・老朽化が原因で全体の布設替えが必要と判断された場合の費用

※老朽化の判断として同じ年度に２回以上漏水を繰り返す場合を基準とします。
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提出書類

１．漏水修繕申請書

２．添付資料

（１）．位置図

（２）．配管図

（３）．現況(漏水)写真 （着手前）
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漏水修繕申請書
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添付資料 
位置図

添付資料 
配管図
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添付資料 
現況写真
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承認の基準及び条件

（承認基準）

・原因が自然漏水であること

・工事に支障となる物件等の移設が可能であること。

・申請者及び第三者の故意または過失でないこと

・その他市による修繕が妥当であると判断されるとき

※給水管の老朽化により、布設替えが必要と判断された場合は

承認されません。
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（条件）

・申請者と土地所有者が異なる場合は、予め土地所有者からの承諾

を得ること

・申請者は、修繕工事の一切を市に委任し、工事中及び

工事後において異議の申し立てをしないことに同意すること

・市への申請手続きを経ず、着工したものを除く

・市による修繕は一会計年度のうち一回までとする
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●審査結果通知書

・申請者に対して修繕実施の
可否を文書で回答するものです

市から工事事業者へ
工事発注となります
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